
 

  

 

 

ご自宅に緊急通報装置を設置します。緊急ボタンを押した場合やセンサーが異常を感知した

場合、ご自宅に協力員の駆けつけや救急車の要請、緊急連絡先へ

の連絡等の対応を２４時間３６５日体制で行います。 

 

 

 

市内に在住する在宅の方で次のいずれかに該当する方　 

①おおむね６５歳以上（高齢者）のみ世帯の方 

②身体障害者のみ世帯の方 

 

 

 
 

◎市民税非課税世帯…無料 

◎市民税課税世帯…所得金額に応じて自己負担あり（納付書） 

※設置費用、撤去費用が世帯問わず無料です。 

※安全センター（株）のプランは、初期費用３，３００円（税込）のご利用者様負担があり

ます。 

※通報装置利用時の通信費、電気代はご利用者様負担となります。 

 

 

①緊急通報装置申請書（第１号様式）②誓約書（第 2 号様式） 

③緊急通報装置設置状況届（第 3 号様式）④大家の同意書（アパート等の場合のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年５月１日

申請に必要な書類

対象者の要件

緊急通報システムとは

利用者負担額

◎申請書各種様式は市役所・支所窓口にてお渡ししています。 
また、香取市ホームページよりダウンロードできます。 
◎電話でお問い合わせの上、申請書類を郵送にてお送りすることが可能です。 

（裏面もご覧ください）

申請方法

申請書類をご持参又は郵送にてご提出ください。ご提出いただいた後、利用可否決定通知、

自己負担額決定通知、登録内容の明細を送付します。 

◎申請にあたり、緊急連絡先は必ず２名ご記入ください。 

◎緊急連絡先の方には状況報告等お電話することがありますので、緊急連絡先になられる方

のご了承のもとご記入ください。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

◎警備員は介助・家事等の行為は出来ませんのでご了承ください。 

◎市外への住所移動や施設入所等により装置が不要になった際は、速やかにご連絡いただ

き喪失届をご提出ください。怠った場合に発生した利用料金は利用者に請求されます。 

（※自己負担金が発生する課税世帯のみ利用料金請求） 

【安全センタースマホ型】

…会話可能

駆け付けフロー例

【ALSOK】　 

●基本プラン 

●ライフリズム監視プラン…利用者

のトイレ扉等に設置したセンサーが

24 時間反応しなかった場合は自動的

にセンターに通報が入り、警備員が駆

け付けます。 

 

①

②

②

②

③

④

①利用者からの緊急・警報受信 

②利用者宅へ架電かつ受信と同

時に協力員への連絡、隊員への直

行指示 

③利用者宅で救急車要請等の必

要な処置の実施 

④緊急連絡先への報告

緊急連絡先

注

意

事

項

【申し込み・問い合わせ先】 

〒２８７－８５０１　千葉県香取市佐原ロ２１２７番地 

香取市役所　高齢者福祉課　高齢者支援班　TEL　０４７８－５０－１２０８ 

 

◎申請者各種様式は本庁・全ての支所窓口でお渡ししております 

本事業の登録事業者は 2 者です。 
自分に合った緊急通報装置を選択します。

機器本体　　　　ペンダント型：会話不可、

発信のみ


